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一 

 



 

三  

四 

一
般
公
務
員
の
障
害
者
に
し
て
傷
い
軍
人
と
同
程
度
の
第
七
項
症
よ
り
第
四
款
症
ま
で
の
者
に
対
し
て
は
現
実
に
恩
給 

が
支
給
さ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
国
家
至
上
公
務
の
傷
い
軍
人
恩
給
年
金
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
理
由
如
何
。 

三 

社
会
保
障
を
性
格
と
し
た
な
ら
ば
、
同
一
法
律
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
傷
い
軍
人
の
み
を
わ
く
外
と
し
て
扶 

 

助
料
軍
人
普
通
恩
給
の
み
を
国
家
補
償
の
建
前
を
採
ろ
う
と
す
る
理
由
如
何
。 

、

一 

今
回
の
恩
給
改
正
案
に
お
い
て
次
の
ど
ち
ら
を
そ
の
性
格
と
し
た
か
。 

二 

国
家
補
償
を
性
格
と
し
た
な
ら
ば
、
旧
恩
給
法
に
よ
る
増
加
恩
給
権
取
得
者
（
第
七
項
症
）
並
び
に
傷
病
年
金
受
給
資
格

者
（
第
一
款
症
よ
り
第
四
款
症
）
た
る
傷
い
軍
人
を
補
償
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
理
由
如
何
。 

右
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、 
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